
参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例の期間を延長

するため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第１７６号 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定

について 

 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定

する。 

 

令和 ６ 年１１月２６日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部改正） 

第１条 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成１１年川崎市条

例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第１２７条の４第１項及び第１２７条の８第１項中「第１８条第２項に規

定する」を「第１８条第２項若しくは第４項の規定による」に改める。 

 （川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正） 

第２条 川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例（平成４年川崎

市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若しくは第

４項の規定による」に改める。 



 （川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正） 

第３条 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例（平成１６年川崎市

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第３号中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項

若しくは第４項の規定による」に改める。 

 （川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の一部改正） 

第４条 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例（平成１５年川崎

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１号中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若し

くは第４項の規定による」に改める。 

 （川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条

例の一部改正） 

第５条 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関す

る条例（平成７年川崎市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若しく

は第４項の規定による」に改め、同条第２項中「又は法第１８条第１６項」

を「、法第１８条第２０項」に改め、「通知を行った日」の次に「又は同条

第２４項に規定する書面の交付を受けた日」を加える。 

  第１１条第２項中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若し

くは第４項の規定による」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 （川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正） 

第３条 川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例（平成１６年川崎市

条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第３号中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項

若しくは第４項の規定による」に改める。 

 （川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の一部改正） 

第４条 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例（平成１５年川崎

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条第１号中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若し

くは第４項の規定による」に改める。 

 （川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条

例の一部改正） 

第５条 川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関す

る条例（平成７年川崎市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若しく

は第４項の規定による」に改め、同条第２項中「又は法第１８条第１６項」

を「、法第１８条第２０項」に改め、「通知を行った日」の次に「又は同条

第２４項に規定する書面の交付を受けた日」を加える。 

  第１１条第２項中「第１８条第２項に規定する」を「第１８条第２項若し

くは第４項の規定による」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整備を行うため、この条例を制定

するものである。 


